
1 

掛川市一般廃棄物処理基本計画（案）に係る意見公募手続について 

 

 

１ 実施期間 

 令和６年１月 22日（月）～令和６年２月 21日（水） 

 

２ 意見数（意見提出者数） 

 25件（11人） 

 

３ 意見の概要と市の考え方 

No. 項目 意見の概要 市の考え方 

１ 

P27 

燃えるごみの 

組成 

厨芥類という言葉があるが、馴染みがなくわ

かりにくい。生ごみのことだと補足がある

が、初めから生ごみと記載すれば良いのでは

ないか。 

市民にわかりやすい計画となる

よう、わかりやすい表現に修正

いたします。 

 

２ 

P30 

収集、運搬の 

状況(2) 

市内のごみ分別方法が、掛川区域と大東・大

須賀区域で異なっていることを知らない市

民もいると思う。 

ごみ処理は、自治体の一丁目一番地であると

認識しているが、掛川区域と大東・大須賀区

域での違いや今後の展望について教えてほ

しい。 

掛川区域と大東・大須賀区域で、

資源物の回収方法が異なってい

ます。市民アンケート等の結果

を踏まえ、現在の２方式となっ

ていますが、今後、改めて市民ア

ンケート等による検討を行って

まいります。 

３ 

P39 

前計画の施策 

の 実 施 状 況

(1) 

(タ)紙おむつ処理方法の研究 

「今後の課題等」の項目に、「コスト、資源循

環等について検討が必要」という文言を追加

すべきと考える。 

文言を追加いたします。 

４ 

 

P.52 

基本方針 

 

基本方針に、「掛川市もったいないを合言葉

にカーボンニュートラルを推進する条例」の

基本理念を行動指針とすることを追加すべ

きと考える。 

その趣旨の文言を追加いたしま

す。 

５ 
P55 

施策の内容 

計画改定案を読んでもどのような政策を行

うのか分かりにくい。重点施策などを市民に

分かりやすくＰＲすることが重要ではない

か。 

ごみの減量や資源化の取組の必

要性について、環境教育やホー

ムページ等でわかりやすい説明

に努めてまいります。 

６ 

P55 

施策の内容 

(1) 

４.施策の内容 

(１)６Ｒ 

ア. Ｒｅｄｕｃｅ(リデュース)  

まず、説明文があると解りやすい。 

イ.～カ.についても同様。 

わかりやすい説明となるよう、

説明を加えます。 

７ 

P55 

施策の内容 

(1)(ア)① 

小学生のごみ処理場見学の経験がその後の

ごみ減量行為に繋がるのではないか。子ども

が実践すると、親もやることになるので、子

どもから啓発していくことも必要であると

思う。 

より一層、小学生への環境教育

の推進に努めてまいります。 

８ 

P55 

施策の内容 

(1)(ア)③ 

若い世代は、ＳＮＳ・アプリ等で情報を得る

事が多いので、色々なコンテツを増やしてい

くことが大切であり、コンテンツの数が増え

ることで注目度も上がっていくと思われる。 

様々な世代にごみ減量・資源化

の必要性が理解されるよう、啓

発方法について検討してまいり

ます。 
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No. 項目 意見の概要 市の考え方 

９ 

P55 

施策の内容 

(1)(ア)③ 

若い世代の方たちは、他人から何かを聞いて

教わるというのが苦手な可能性があること

を踏まえると、アプリ・ＳＮＳ等自ら選択し、

排出方法や排出場所等の情報を単に得るこ

とができれば、ごみ減量・資源回収促進に繋

がるのではないか。 

様々な世代にごみ減量・資源化

の必要性が理解されるよう、啓

発方法について検討してまいり

ます。 

10 

P55 

施策の内容 

(1)(ア)③ 

・先行地域を特定し、その地域の方が取り組

んでいる様子を動画とその地域の方の声を

市民から市民に伝えられるような発信も良

いと思う。市民同士で行う事で、能動的にご

みの分別に取り組むことができると思う。 

 

・同様に、外国人の方向けに動画も制作する

ことで、ごみの分別などに理解、協力が進み

やすいのではないかと思う。 

様々な世代にごみ減量・資源化

の必要性が理解されるよう、啓

発方法について検討してまいり

ます。 

11 

P56 

施策の内容 

(1)(ア)⑥ 

多くの外国人はごみの捨て方を質問しに来

ない、おそらく、ゴミの捨て方はどこでも一

緒だと思っているから。正しく分別するため

には、分別ルールの説明書やチラシ、ウェブ

サイトやアプリ、外国人スタッフのサポー

ト、分別テスト合格証明書などの対策を行え

ば有効ではないだろうか？ 

①入居時や転入時に分別ルールの説明書を

渡す 

②ごみ出しの日に分別の種類を示した各国

語のチラシを配布する 

③ウェブサイトやアプリで分別のガイドを

提供する 

④外国人スタッフによる分別説明サポート

を行う 

具体的な取り組みについて、検

討してまいります。 

12 

P56 

施策の内容 

(1)(ア)⑥ 

転入届を受理したときに、掛川市のごみの捨

て方のチラシと指導をすればいいのではな

いか？ 

また、掛川市がゴミ問題で困っていることを

転入届の際に説明すれば理解してもらえる

のでは？ 

現在、市民課において、転入手続

きの際に、分別マニュアル等を

配布しています。ごみの分別徹

底に向けた取組を検討してまい

ります。 

13 

P57 

施策の内容 

(1)(ウ)① 

こども園や介護施設を運営する上で、家庭で

出た紙おむつも将来的には事業所で集めて

回収していけるようなシステムを構築出来

れば、臭いや家族への負担感も軽減できるの

ではないか。 

また、分別や収集の方法についても、事前に

周知しアナウンスを行えば上手く進めてい

く事が可能だと思う。 

今後、使用済み紙おむつの資源

化検討の中で、検討してまいり

ます。 
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NO. 項目 意見の概要 市の考え方 

14 

P57 

施策の内容 

(1)(ウ)① 

おむつは専用の回収袋がないと臭いが出る

ので困る。今後、おむつや生ごみの分別回収

が進み、臭いが出ると市民からの反感が出な

いか懸念している。その対策について、広報

等で市民に積極的にアピールすることで、解

消されると考えられる。 

今後、使用済み紙おむつの資源

化検討において、参考とさせて

いただきます。 

15 

P57 

施策の内容 

(1)(ウ)① 

今後、新たにリサイクルを進めていく上で

は、医療機関や介護事業所など、紙おむつを

大量に使用する施設の意見を集中的に集め

ていくことで何かヒントが得られる可能性

がある。専門分野の事業者などに意見を求め

ることが大切だと思う。 

今後、使用済み紙おむつの資源

化検討において、参考とさせて

いただきます。 

16 

P57 

施策の内容 

(1)(ウ)① 

今後、おむつを回収する為の専用袋の製造費

をどこから捻出するのか、ということも課題

になる可能性があり、様々な面で事業者の協

力が必要となってくると思う。市民だけでな

く、事業者と一緒に検討を進めることで市民

の方が楽しく、継続的に社会的課題に目を向

けていけるのではないかと思う。 

今後、使用済み紙おむつの資源

化検討において、参考とさせて

いただきます。 

17 

P57 

施策の内容 

(1)(ウ)① 

自宅介護をしていると使用済み紙おむつが

増え、家庭のごみの量が大きく増える。 

現在、検討を進めている使用済み紙おむつの

リサイクル方式について、市の方向性として

有力視されている「ＲＰＦ製造方式」とはど

のようなものか。 

 

使用済み紙おむつを資源化処理

し、化石燃料の代替えとなる固

形燃料（ＲＰＦ）を製造するもの

です。処理方法について、今後、

検討を続けてまいります。 

 

18 

P58 

施策の内容 

(1)(ウ)④ 

剪定枝・落葉は現状でも資源化処理業者に搬

出しているが、一般廃棄物の処理責任が市町

村にあるという観点からも、資源化事業者が

市民や事業者から引き取った後、どのように

処理している（適正に処理しているか）かど

うか把握する必要があると思う。 

資源化事業者と連携しながら、

資源化の取り組みを進めてまい

ります。 

19 

P58 

施策の内容 

(1)(ウ)④ 

 

古くから住んでいる方は防風林として屋敷

に樹木有り。切除した枝葉の廃棄に苦慮して

おります。 

以前は業者（グリーンサークル）に持参した

市民は半額負担下さいました。少し考えて下

さい。 

資源化促進策として、今後の参

考とさせていただきます。 

20 

 

P62,63 

施策の内容 

(3)(イ) 

将来のごみ処理フローと収集ごみの分別区

分（図３－２０）及び将来のごみの分別区分

（表３－１９，２０）について、乾電池、蛍

光管は新マテリアルを経由するのか。 

各地域のごみ集積所等から回収

した乾電池、蛍光管については、

新マテリアルリサイクル推進施

設にて選別し、資源化事業者へ

の引き渡しまで保管されます。 
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No. 項目 意見の概要 市の考え方 

21 
P65 

3者の役割 

「３者の役割」のタイトル表記について、「市

民・事業者・市の役割」に変更した方が良い。 

文言を修正いたします。 

22 
P65 

3者の役割 

「市民、事業者、市の役割を以下に示しま

す。」をわかりやすく説明するため、次の文言

に修正した方が良い。 

・「本計画を推進するために、ごみの排出主体

であり、減量化及びリサイクルの実践者で

もある市民、事業者及び市が、お互いに連

携・協力し、それぞれの役割を担うことが

必要です。市民、事業者、市の役割を以下

に示します。」 

その趣旨の文言に修正いたしま

す。 

23 
P65 

3者の役割 

「市民の役割」の下に、次のコメントを追加

した方が良い。 

・「各世帯がごみの排出者である自覚を持ち、

ごみの減量及びリサイクルについて積極

的に関心を持ち、排出抑制、再使用、再生

利用などを実践していくことが求められ

ます。」 

・「排出者としての責任」に、「生ごみの水切

りや資源化への取組み」を追加した方が良

い。 

その趣旨の文言を追加いたしま

す。 

24 
P66 

3者の役割 

「事業者の役割」の下に、次のコメントを追

加した方が良い。 

・「事業活動におけるごみの排出者である自

覚を持ち、排出者責任や拡大生産者責任に

基づき、排出抑制、再使用、再生利用等及

び適正処理に主体的に取り組むことが求

められます。」 

・「排出者としての責任」に、「事業所のごみ

減量への取組み」を追加した方が良い。 

その趣旨の文言を追加いたしま

す。 

25 
P66 

3者の役割 

「市の役割」の下に、次のコメントを追加し

た方が良い。 

・「市民及び事業者と連携・協力し、減量化及

びリサイクル並びに適正処理のための施

策を推進します。」 

・市民、事業者向け啓発活動への取組 

※災害時の対応を、３者の役割としてそれぞ

れに追記することも必要 

その趣旨の文言を追加いたしま

す。 

なお、災害時の対応については、

P64(ウ)災害廃棄物対策につい

て、に関する記載内容を修正い

たします。 

 


